
 前月のタクトニュースNo.310 でもお伝えしました

医療法人制度改革についてですが、その後厚生労働省

「社会保障審議会・医療部会」において「医療提供体

制に関する中間まとめ」を経て、医療法人制度改革の

報告書が纏められました。本稿では 2006 年実施予定

の第 5 次医療法改正での医療法人制度改革について、

本報告書の中から主なポイントについて、認定医療法

人制度の創設も含め内容を再確認したいと思います。 

● 具体的な医療法人の類型は？ 
医療法人の将来形として現状示されているものは、

当面以下の 3類型が予定されています。 

①営利を目的としない医療法人（出資額限度法人） 

②公益性の高い医療サービスを担う新たな医療法人

（認定医療法人） 

③その他の医療法人（新設は認めず） 

現在、わが国において最も多く存在する持分の定め

のある社団医療法人（以下「持分あり法人」といいま

す。）は③に該当するため、導入当初において影響はさ

ほど大きくならないと考えられますが、改正後は従来

のような持分あり法人の新設については認められなく

なるものと思われます。従って、例えば現在のクリニ

ック（診療所）が将来法人化を検討する場合には、①

か②のいずれかの選択ということになります。従来、

法人化を検討する判断材料には、個人と法人の税率差

を利用した節税や、事業承継対策上、後継者へのクリ

ニック引き継ぎを容易にするといったメリットも一部

にはありましたので、単純に節税メリットだけを追求

するような場合には法人化しないという選択肢も有効

なケースが生ずるものと思われます。 

● 「営利を目的としない」の意味 

今後予定されている①の医療法人の「非営利性」に

ついて、厚生労働省は本報告書において考え方を整理

しています。医療法第 54条の「剰余金の配当をしては

ならない」にもある通り、医療法人は非営利であるこ

ととされてきました。しかし多くで見られる通り、Ｍ

Ｓ法人への利益移転や、社員退社時における剰余金の

払い戻し等のケースにおいて実質的には配当が行われ

てきたということも指摘されています。また税務上の

取扱いは、医療法人（持分あり法人）の出資持分は株

式会社の株式と類似したものとして考えられています。

こうした中で、本報告書では「営利を目的としない」

とは、医療法人の社員における権利・義務の内容につ

いて 

・ 出資義務を負わないこと 

・ 利益（剰余金）分配請求権を有しないこと 

・ 残余財産分配請求権を有しないこと 

・ 法人財産に対する持分を有しないこと 

とし、「非営利性」を明確にしています。即ち法人の社

員は、出資額を限度とした持分を有するものと考えら

れています。 

このように新規設立の医療法人の出資については、

現状において税務上と厚生労働省（医療法）との考え

方の乖離がある中、今後「非営利性」に基づいた税制

上のメリットが果たしてあるのか注目すべきところで

す。 

● 公益性の高い医療サービス 

①の医療法人は、主に従来の民間医療施設を想定し

ているのに対し、②の医療法人は自治体立病院をはじ

め従来の特定・特別医療法人、夜間休日の救急医療な

どのいわば公益的な医療の担い手を想定しているも

のと思われます。これらはいわゆる認定医療法人と呼

ばれているものです。（認定医療法人の概要について

はタクトニュース No.310 をご参照下さい） 

認定医療法人は自治体立病院等、地域基幹病院の受

け皿として想定されており、また持分を他の医療法人

に帰属させることで持株会社的なグループ経営の流

れが将来進行することも考えられます。 

● 既存法人の制度改革は？ 

一方、現在国内で約 4万件の持分あり法人の改革に

ついては、当面の間、経過措置とされており影響が及

びません。厚生労働省側では今回の法改正で医療のこ

れら「非営利性」「公益性」を基に株式会社の参入阻止

を目指したものと思われますが、既存法人まで徹底で

きなかったことによる影響が今後生じるかもしれませ

ん。 

 （担当：医療福祉チーム 小林 良治） 
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